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経済のグローバル化が一層拡大する中、海外進出を実施した多国籍企業においては、外国子会社が獲得した

利益をいかに日本親会社に還流させるかといった問題は重要なテーマです。外国子会社が獲得した利益を日本親

会社へ還流させる手法は、ロイヤルティや利子等と併せて配当が用いられますが、現行制度ではそのいずれもが日

本に資金還流した段階で、国際的に高いといわれる日本の税率にて課税対象になることから、その資金還流額は

税務上最も有利となるような範囲に限定されているのが実情です。 

このような現状を背景として、先般、経済産業省から平成 21 度税制改正への要望として公表された配当金非課税

制度の導入に向けた論点整理（※）が話題をよんでいたところです。これを受けてこの度、与党税制調査会から公表

された「平成 21 年度税制改正大綱」（以下、「大綱」といいます）に当該制度の創設が明記されたことから、今後の税制改

正の動向が注目されます。 

与党税制調査会から公表された大綱の概要は以下の通りです。 

（※平成 20 年 8 月 22 日「我が国企業の海外利益の資金還流について～海外子会社からの配当についての益金不算入制度導入に向けて～」） 

 

 
◆経済の活性化 

わが国経済の活性化のためには、わが国企業が海外で

獲得した利益の国内還流に向けた環境整備が必要であり、 

・ 企業の配当政策に対する中立性 

・ 適切な二重課税の排除の維持 

・ 制度全体の簡素化 

の観点により、現行の間接外国税額控除制度に変えて、

外国子会社からの配当について益金不算入とする制度が導

入されます。 

 

 

◆間接外国税額控除制度 

海外子会社からの配当は、海外子会社の「税引き後利

益」から行われます。この場合、配当を受け取った親会社で

当該配当が課税所得(益金)を構成する場合は経済的にみ

て二重課税が発生することになります。 

このような二重課税を排除するための方法としては以下の

二つの方法が存在します。 

 

・ 間接外国税額控除制度 

海外子会社が納付した税金を親会社が納付した 

ものとみなして外国税額控除を行う方法 

・ 益 金 不 算 入 制 度 

二重課税が発生しないよう、海外子会社からの配 

当を親会社の課税所得（益金）から除外する方法 

  

 

わが国の現行法上は「間接税額控除制度」が採用されて

おりますが、今回の改正により、益金不算入制度に変更され

ることになります。 

 

 

大綱に明記された「外国子会社配当金益金不算入制度」

の骨子は以下のとおりです。 
 

◆制度改正の骨子 

外国子会社からの配当につき、現行の「間接外国税額控

除制度」は経過措置を講じたうえ廃止し、「益金不算入制度」

を創設する。 

【適用対象子会社】 

出資比率基準：株式出資比率が 25％以上 

保有期間基準：配当の支払義務確定日以前 6 ヶ月以上 

直接に継続して保有 

【その他】 

適 用 開 始 日：平成 21年4月1日以後開始する事業年度 

益金不算入額：配当金額の 95％（5％を配当に係る費用の

額として益金不算入額から控除） 

外国源泉税：損金不算入・外国税額控除対象外 

 

 

今回の改正は、諸外国の動向が少なからずの影響を及ぼ

しているとも考えられます。 

仏・独等ＯＥＣＤ加盟国の多くが「益金不算入制度」を採

用しており（21 カ国／加盟国 30 カ国）、日本と同様に「間接外

国税額控除制度」を採用している米・英も「益金不算入制

度」への移行が検討されているところです。 
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